
正

誤

（
原
稿
誤
り
）

二
八
〇
ペ
ー
ジ
様
式
第
五
中

調剤料

」
は

「
薬剤調製料
調剤管理料
」

の
誤
り
。

「

令和年月日 木曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

愛
知
県
名
古
屋
市
南
区
港
東
通
二
丁
目
一
八
番
地

株
式
会
社
ア
ウ
ト
イ
ン

代
表
取
締
役

青
山

勝
征

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

京
都
府
宮
津
市
字
鶴
賀
二
〇
七
八
番
地

株
式
会
社
ガ
ス
ネ
ッ
ト

代
表
取
締
役

橋
本

雅
之

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

京
都
府
京
丹
後
市
網
野
町
網
野
八
七
五
番
地
一
〇

平
成
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
谷

芳
弘

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

京
都
府
舞
鶴
市
字
上
福
井
九
五
番
地
の
七

舞
鶴
小
谷
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
谷

芳
弘

株
式
移
転
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
マ
ル
モ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
を
完

全
親
会
社
と
す
る
株
式
移
転
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日

で
あ
る
令
和
七
年
十
月
二
十
九
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

三
重
県
鈴
鹿
市
神
戸
一
丁
目
一
二
番
三
〇
号

株
式
会
社
マ
ル
モ

代
表
取
締
役

藤
井

隆

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日（
号
外
第
二
百
七
十
七
号
）

こ
ど
も
家
庭
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
号
（
療
養
の
給

付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る

命
令
附
則
第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
こ
ど
も

家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
及
び
訪

問
看
護
療
養
費
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請

求
に
関
す
る
命
令
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
こ
ど
も

家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
）

任
意
清
算
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
九
月
二
日
を
も
っ
て
解
散
し
、

公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
会
社
法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

総
社
員
の
同
意
に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法
に
従

い
清
算
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に
異
議

の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

大
阪
市
中
央
区
谷
町
七
丁
目
三
番
四

三
〇
九
号

英
青
監
査
法
人

代
表
社
員

辰
巳

忠
次

任
意
清
算
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
を
も
っ
て
解
散
し
、

社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
十
五
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
総
社
員
の
同
意
に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法

に
従
い
清
算
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に

異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

静
岡
県
富
士
市
厚
原
一
二
四
四
番
地
の
四

つ
く
る
社
会
保
険
労
務
士
法
人

清
算
人

井
上

幹
世

金
融
商
品
取
引
業
の
廃
止
の
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
第
二
種

金
融
商
品
取
引
業
及
び
投
資
助
言
・
代
理
業
を
廃
止
す
る

こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る

顧
客
取
引
の
結
了
の
方
法
並
び
に
第
二
種
金
融
商
品
取
引

業
に
関
し
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
財
産
及
び
そ
の
計
算

に
お
い
て
当
社
が
占
有
す
る
財
産
の
返
還
の
方
法
に
つ
き

ま
し
て
は
、
結
了
が
必
要
な
顧
客
取
引
及
び
返
還
を
必
要

と
す
る
顧
客
財
産
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

以
上
、
金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
条
の
二
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
二
六
番
二
号

株
式
会
社
ア
セ
ッ
ト
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・

パ
ー
ト
ナ
ー

代
表
取
締
役

瀧
本

太
平

取
得
条
項
付
新
株
予
約
権
の
取
得
及
び
取
得
日
の
通
知
公

告
当
社
は
、
左
記
の
と
お
り
、
当
社
の
取
得
条
項
付
新
株

予
約
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

一
、
取
得
す
る
取
得
条
項
付
新
株
予
約
権

当
社
発
行
の

第
三
回
新
株
予
約
権
、
第
四
回
新
株
予
約
権
及
び
第
七

回
新
株
予
約
権
の
う
ち
、
当
社
ま
た
は
当
社
子
会
社
の

取
締
役
、
監
査
役
お
よ
び
従
業
員
の
い
ず
れ
の
地
位
も

喪
失
し
た
者
が
有
す
る
新
株
予
約
権
の
全
部
（
第
三
回

新
株
予
約
権
二
百
五
十
個
、
第
四
回
新
株
予
約
権
二
百

五
十
個
、
第
七
回
新
株
予
約
権
二
百
五
十
個
）

二
、
取
得
す
る
取
得
条
項
付
新
株
予
約
権

当
社
発
行
の

第
五
回
新
株
予
約
権
の
う
ち
、
当
社
ま
た
は
当
社
子
会

社
の
取
締
役
、
監
査
役
、
従
業
員
ま
た
は
外
部
協
力
者

の
い
ず
れ
の
地
位
も
喪
失
し
た
者
が
有
す
る
新
株
予
約

権
の
全
部
（
第
五
回
新
株
予
約
権
六
百
個
）

三
、
取
得
の
日

令
和
七
年
十
月
十
日

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
二
一
番
一
一
号

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
ト
ラ
ス
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
ス

代
表
取
締
役

後
藤

裕
幸


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